




はじめに 
 

2016 年10 月1 日、愛知県では、2011 年の検討着手から 5 年に渡る準備作業を経て、全国で初めての試みとなる有

料道路コンセッションを開始しました。 

それから 5 年を経過した今、その成果が問われています。 
 

本県の有料道路事業は、高度成長期の 1972 年に愛知県道路公社を設立し、半世紀に渡り 21 の幹線道路と公設駐

車場を整備し、これまでに約半数を無料開放するなど、全国一の製造業を支えるサプライチェーンを始め、旺盛な道路

交通需要を背景に、安定した経営を続けてきました。コンセッションに移行する直前 5 年間の平均的な資産と収支を見

ても、約 3,172 億円の事業資産等固定資産を保有・運用し、年間の料金収入・約 169 億円に対し、管理費等運営経費・

約 68 億円を支出後、損失補填等引当金・約16 億円及び償還準備金・約 85 億円を繰入れています。 
 

なぜ、安定した経営を続ける公社にコンセッションを導入する必要があったのか。 

2011 年の就任と同時にコンセッション導入の検討を開始した大村知事は、経済誌のインタビューで以下のように述

べられています。  
 

『 せっかくの優良企業の運営権を、なぜ民間企業に譲渡するのかと言われますが、これは全く逆の発想です。う

まく回っているからこそ、民間の資金が導入できる。公共の施設やサービスであっても、民間の資金や知恵、ノウ

ハウを導入してサービスの質を高める、インフラコストを引き下げるという考え方は世界の潮流になっています。  

PFI 法の改正によってコンセッションの導入は認められましたが、道路に関しては道路整備特別措置法が改正さ

れない限り、運営権の設定はできないという結論になりました。そこで、民間企業が事業主体として参入できるよう

に構造改革特区として提案したのです。 』  
 

『 愛知県は、日本一の産業集積地であり、道路公社も黒字経営が続いています。うまく経営できているからこそ、

官から民に移す意義がある。もっと付加価値をつけることができるからです。県の財政運営と公共インフラの民営

化は別問題です。 

運営権者を選ぶうえで、一番重視するのは沿道開発。新たなサービスエリアなどの追加投資をし、道路料金も

柔軟に設定することを決めました。これもコンセッションの対価に含めて 30 年間で運営権を設定します。 

地方創生というからには、国にお金をとは言わない。いまこそ知恵で勝負です。 』  
    

道路は、私達の生活と産業経済を支える基幹的な経済インフラです。 

このため、愛知県の有料道路コンセッションでは、料金徴収や維持管理などの必須業務に加え、新たなインターチェ

ンジやパーキングエリアなどのインフラを整備することにより、その利便性を一層高め、更には運営権者として設立され

る特別目的会社・SPC の構成企業が、それぞれの得意分野で、独自の技術とノウハウを活かして主体的に沿道開発を

行い、有料道路事業を地方創生に繋げる道を開きました。 
 

運営権者となった愛知道路コンセッション株式会社・ARCは、単なる施設の管理代行者ではなく、より高い公共サービ

スを提供する「ビジネスパートナー」として、県と公社とともに長期的な視野を持って、有料道路が本来、実現すべき安全

で安心、そして快適な道路交通環境を提供するとともに、基幹的な経済インフラとして地域の活性化に貢献し、新たなス

トック効果と付加価値を生み出していくことを目指しています。 

この取組を通して、利用者と地域は良質なサービスを、県と公社はインフラの効率的な管理と確実な償還を、運営権

者となった ARC と構成企業は得意分野で新たな事業機会とリターンを得る、『三方良し』を実現することができるものと

考えています。 
 

事業を開始して 5 年。30 年間に渡る事業期間を見れば、我々の取組は緒についたばかりですが、2020 年以降、新

型コロナウイルス感染症パンデミックの影響によって生じた交通量と料金収入の大幅な減少に対しても、公社と運営権

者でリスクを分担し合い、経営の収支に生じる影響を緩和して安定したサービスを継続しています。 

本書は、5 年の節目を契機に、これまでの取組を振り返り、愛知県、公社、愛知道路コンセッション株式会社の 3 者で

総括を行い、アフターコロナを見据えて、今後の取組を取りまとめたものです。 

今後も、『三方良し』の理念のもと、3 者一体となって、不断の取組を続けていきたいと考えています。 
 

２０２２年 ５月 

愛知県 建設局 

愛知県道路公社   

愛知道路コンセッション株式会社 
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